
佐賀県の給与・定員管理等について

１　総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

（参考）

（注） 人件費には、特別職の職員(知事、県議会議員等)に支給される給料、報酬等を含みます。

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　

（注）１　職員数は、平成２４年４月１日現在の人数です。

      ２　職員数には、東部工業用水道局の職員及び特別職の職員は含みません。

　　　３　職員手当には、退職手当は含みません。

（3）特記事項　　なし

（4）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）1　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を

 　　　示す指数です。

　　　2　「参考値」は、国家公務員の時限的な（2 年間）給与改定特例法による措置が無いとした

　　　 場合の値です。

（5）給与改定の状況

①月例給

　　　

②特別給

　　　

▲131　円　（▲0.03％）
24年度

（注）　「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」
    　 は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。
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（注） 「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較
     した平均給与月額です。
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２　一般行政職給料表の状況（平成２４年４月１日現在）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在）

①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

②技能労務職

（Ａ） （Ｂ）

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

佐賀県

区分

（Ｄ）

－

2,861,4005,925,100

（注）1    技能労務職の職種と県内民間の職種の比較にあたっては、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもので
　　　　　はなく、単純な比較はできません。
　　　2    県内民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されている都道府県別のデータを使用（平成21年～23年の3ヵ年平均）
　　　　　しています。
　　　　　  当該データは、企業規模10人以上の常用労働者（※2）のうち一般労働者（※3）について集計されているものであり、正社員・正職
　　　　　員以外の労働者を含んでいます。
　　　3　  県内民間データの「用務員」は、賃金構造基本統計調査で都道府県別のデータが未公表であるため、、全国のデータを使用してい
　　　　　ます。
　　　4　  年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に
　　　　 支給された期末･勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。
　　　5　  技能労務職員の「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべ
　　　　 ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　     　※1　県内民間データの「守衛」については、調査対象が少なく誤差が大きいため特に留意を要します。
　　　     ※2　「常用労働者」とは、次の①から③までのいずれかに該当する労働者です。
　　　　　     ①期間を定めずに雇われている労働者
　　　　　     ②1ヵ月を超える期間を定めて雇われている労働者
　　　　　　   ③日々又は1ヵ月以内の期間を定めて雇われている労働者のうち、4月及び5月にそれぞれ18日以上雇用された労働者
　　　     ※3　「一般労働者」とは、短時間労働者（1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い又は1日の所定労働時間が一般の労働者と
　　　　　     　同じでも1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない労働者）以外の労働者です。
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331,526

2,897,600

－

6,628,224

6,237,332

公務員

57.2

参考

－

1.9

平均給料月額

（国ベース）

平均給与月額

5,251,412

２級

243,700

49.4

（Ｃ）

50.2

1.55

－

－ －

－

1.58

1.82

1.83

調理士

用務員

2,823,500

43.7

うち守衛

50.8

民間

375,800

333,067

（285,030）
270,465

338,614

2.2

2.1

331,202

135,600

４級 ８級１級

366,200 413,000

平均年齢

49

－

394,902

公務員

43.5

平均給与月額
区　　分

2うち守衛

210,100

－

350,706

60.5

自家用乗用自
動車運転者

58.4

守衛（※1）

42.6

223,500

－366,292

444,902

うち運転技術員

385,102

うち調理員

－

389,758

206,60053.5

平均給与月額

409,361

－
307,506

287,500

Ａ/B
（国ベース）

－

－

 平均給与月額

うち用務員

17

うち調理員

国 49.7

48.7

うち用務員

年収ベース（試算値）の比較

461

うち運転技術員

255 339,603

420,960

318,92120

佐賀県

都道府県平均

区  分

326,001

平均年齢

53.1

の類似職種

336,945

383,723 355,660

 平均給与月額

県内民間

372,906
-

対応する民間

平均給料月額

円

佐賀県

職員数

222,900

354,700

304,944

給料月額

参考

７級

261,900 289,200

388,300

367,238

377,603

（329,917）

340,932 410,795

456,200 537,700

（単位：円）

478,200

320,600

５級３級

１号給の

９級

422,600

464,600

都道府県平均

最高号給の

給料月額
400,600

42.8

６級

185,800

307,800

国 歳 円
（401,789）

353,073

平均年齢

歳 3,479 人 円 －
（323,181）

－

Ｃ/D

円

2



③高等(特殊･専修･各種)学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

④小・中学校教育職

歳 円 円

歳 円 円

⑤警察職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の

　　　　手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

      ３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額」（国ベース）の括弧書きは、給与改定特例法に

　　　　よる措置がないとした場合の値（減額前）です。　　

（2）職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）

一般行政職 円 円

円 円

技能労務職 円 －

円 －

高等学校教育職 円 －

円 －

小・中学校教育職 円 －

円 －

警　察　職 円 円

円 円

（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）です。

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）

一般行政職 円 円 円

円 円 円

技能労務職 円 円 円

円 円 円

高等学校 円 円 円

教育職 円 円 円

小・中学校 円 円 円

教育職 円 円 円

警　察　職 円 円 円

円 円 円

（注）　該当階層の職員数が３人以下の場合は、近似の階層の平均額を記載しています。

　 　近似の階層にも４人以上の該当がない場合は、記載していません。
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－
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４　一般行政職の級別職員数等の状況

（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成２４年４月１日現在）

（注）１　佐賀県の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（2）昇給への勤務成績の反映状況

　　昇給区分について、４段階（Ａ～Ｄ）に設定。勤務成績に基づき、Ｂ区分を標準に昇給区分を決定。なお、Ａ区分については、
　昇任、昇格した職員に適用。

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％
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５　職員の手当の状況

（1）期末手当・勤勉手当

千円　

（23年度支給割合） （23年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％

・管理職加算　10％ ・管理職加算　10～25％

（注）　( )内は再任用職員に係る支給割合です。

【参考】　勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　懲戒処分を受けた職員以外は、原則として一律適用。

（2）退職手当（平成２４年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算） （2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額です。

（3）地域手当

（平成２４年４月１日現在）

千円

 円

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

人 ％ ％

％ ％

（注）1　「国の制度（支給率）」の欄の平均支給率は、支給対象職員に対し国の率で支給したと仮定
　　　　した場合の加重平均の支給率です。
　　　2　宮城県石巻市、気仙沼市にかかる地域手当は、東日本大震災による被災地への派遣職員に対
　　　　し、宮城県の規程に基づき支給されているものです。
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47.50

23.50

41.34

23.50

341 26,201

国の制度（支給率）

23

長崎市

5

1

4

15

3

支給実績（23年度普通会計決算）

120東京都府中市

大阪市

福岡市

東京都特別区

1.5

15

13,146 0

10

6

10

3

0

福岡県太宰府市

医師・歯科医師

県内全市町

3

59.28

59.28 59.2859.28

12

18

33,866

720,533

支給対象地域

18

30.55

15

1

平 均 支 給 率 0.06

3

59.28

12

宮城県石巻市、気仙沼市

佐 賀 県

15

0

5



（4）特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

種類

日額　　290円

日額　　230円

日額　　370円以内

日額　　280円

日額　　320円以内

日額　　290円

県税事務所等に勤務する職員

月額　　21,400円以内

勤務公署外　日額　700円
勤務公署内　日額　600円

左記職員に対する支給単価

教務手当

種雄の牛、馬、豚の自然交
配、精液の採取作業等

伝染病の防疫に従事する職員

従事職員

保健福祉事務所に勤務する診療放射線
技師等

保健福祉事務所等に勤務する保健師等

従事職員

税務手当

爆発物取扱手当

日額　　450円以内

日額　　360円

公共事業に伴う土地、建物の
取得等に係る補償に関し、所
有者等と直接交渉する業務

坑内等の危険な作業現場での
作業

1時間　　1,500円以内

日額　　840円以内
(業務の区域等により100/100
を限度に加算)

従事職員

従事職員

災害応急作業等手当

夜間空港管理手当 佐賀空港事務所に勤務する職員

日額　　290円

福祉に関する業務

34.2

主な支給対象職員

日額　　600円

伝染病患者等の救護作業等

消防学校、農業大学校等に勤務する職
員

92,101

X線その他の放射線を人体に
対して照射する作業等

予防注射、犬の引き取り、検
診、病性鑑定のための措置、
捕獲または薬殺等

中央児童相談所、知的障害者更生相談
所等に勤務する児童福祉司、知的障害
者福祉司等

日額　　230円

日額　　500円以内

手当の種類（手当数）

従事職員

県税の賦課、徴収に関する業
務

精神保健福祉業務手当

水産振興センターに勤務する職員 潜水作業

1回　　1,100円以内

日額　　750円

正規の勤務時間による勤務の
一部又は全部が深夜において
行われる空港管理業務

日額　　230円

病害虫防除、指導作業等

海上における被疑者の追跡、
立入検査、検挙等

災害警備、遭難救助、通信施
設の臨時設置、運用、保守、
鑑識作業等

地上又は水面上10m以上の足
場の不安定な箇所で行う、公
害調査、ダム、橋りょう、高層建
築物等の建設作業等

日額　　660円
(午前8時30分前､午後6時以後
990円)

主な支給対象業務

659,164

32

職員全体に占める手当支給職員の割合

火薬類又は高圧ガスの製造施
設の災害調査作業

衛生に関する監視、検査の業
務

麻薬等監視業務
薬務課に勤務する薬剤師(麻薬取締員を
除く)

支給職員１人当たり平均支給年額（23年度普通会計決算）

訓練指導、科目の講義、実習
指導等

手当の名称

精神障害者の訪問指導、移送
等

伝染病作業手当

従事職員

精神保健指定医である職員等

支給実績（23年度普通会計決算）

結核患者の家庭の訪問、指導

漁業取締調査手当

有害物取扱手当

狂犬病予防作業手当

麻薬等監視手当

潜水手当

用地交渉従事手当

種雄牛馬等取扱手当 畜産試験場に勤務する職員

特殊現場作業手当 従事職員

高所作業手当

異常な自然現象により重大な災害が発生
した現場等における県土づくり本部に所
属する職員、警察職員

結核患者家庭訪問手当

放射線取扱手当

社会福祉業務手当

衛生業務手当

土地対策課、農林事務所、土木事務所
等に勤務する職員
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外国勤務手当 外国を勤務地とする職員 外国を勤務地とする勤務

日額　　560円

日額　　1,150円以内

日額　　260円

1体　　3,200円以内

日額　　1,640円以内

日額　　560円以内

日額　　3,400円

1回　　730円

日額　　200円

日額　　　900円

日額　　2,400円以内

日額　　3,400円

日額　　190円

月額　　6,200円

主な支給対象業務

従事警察職員

勤務1月につき、国の在勤基本
手当の80/100相当、住居手当
の80/100相当、配偶者手当の
80/100相当及び子女教育手当
の100/100相当の合計額

兼務職員の特殊勤務手当

教育業務連絡指導手当

修学旅行等の引率指導業務

家畜保健衛生業務手当

左記職員に対する支給単価

警備艇運転作業

看守勤務作業

従事県立学校職員及び市町立学校県費
負担教職員

日額　　200円以内

鶏ふん乾燥機による乾燥した
鶏ふんの処理作業等

従事県立学校職員及び市町立学校県費
負担教職員

従事警察職員

従事警察職員

従事県立学校職員及び市町立学校県費
負担教職員

従事警察職員

家畜保健衛生所の衛生課及び検査課に
勤務する技術員及び業務技術員

身辺警護等作業

夜間緊急処理作業

従事警察職員

授業、指導
(1)3の学年の児童、生徒で編
成されている学級
(2)2の学年の児童、生徒で編
成されている学級

死体取扱作業

小学校、中学校、高等学校、特別支援学
校に勤務する教諭で規則で定める主任
等の教諭

日額　　290円

日額　6,400円以内

日額　　560円以内

日額　　1,260円以内

日額　　340円

1時間　　1,500円以内

授業1時間当たり　1,310円

1回　　4,100円以内

(1)日額　　350円
(2)日額　　290円

1回　　1,240円

1時間　　5,700円以内

(1)1件　　4,600円
(2)日額　　2,600円以内
　　(著しく危険な作業
　　 2,000円加算）

家畜の伝染病防疫等

港湾管理の巡視業務

日額　　300円

日額　　250円

警務作業手当

従事警察職員

手当の名称

従事警察職員

従事教育職員

従事警察職員

従事教育職員

生徒の実習又はこれに付随す
る業務に夜間に従事したとき

犯罪鑑識作業

私服員の従事する犯罪予防及
び捜査並びに被疑者逮捕作
業

(1)爆発物処理作業
(2)特殊危険物質等に対して直
接行う検知等の作業

従事警察職員

警ら作業

従事警察職員

夜間実習勤務手当

夜間通信指令作業

従事警察職員

従事警察職員

交通捜査作業

主な支給対象職員

従事警察職員

港湾巡視員

学校の管理下において行う週
休日等に行う部活動の指導業
務

従事警察職員

多学年学級担当手当
従事副校長、教頭、主幹教諭、教諭、助
教諭、講師

有害農薬取扱手当

従事教育職員

農薬を使用する農作物、森林
苗ほ等の病害虫防除作業、指
導作業

学校の管理下において行う非
常災害時等の緊急業務

教員特殊業務手当 従事教育職員

教務主任、学年主任、生徒指
導主事、進路指導等の担当業
務

農業に関する実習指導業務教務実習手当

港湾巡視手当

牛鶏糞乾燥処理作業手当

農業技術員

農業技術員

週休日等に行う入試業務

潜水作業

従事教育職員

従事警察職員

特殊自動車運転作業

航空機搭乗作業

泊を伴うもの又は週休日等に
行う対外運動競技等の引率指
導業務

銃器犯罪捜査作業

昼間部授業を本務として担当
する者の行う夜間部授業、また
は夜間部授業を本務として担
当する者の行う昼間部授業
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（5）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6）その他の手当（平成２４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

千円

千円

300,260

265,438

休日勤務手当

夜間勤務手当

正規の勤務時間として午後10
時から翌日の午前5時までの間
に勤務した場合に支給
1時間当たりの給与額×0.25×時
間数

357,672同

同

祝日法における休日等におい
て正規の勤務時間中に勤務し
た場合に支給
1時間当たりの給与額×1.35×時
間数

－

同

－

173

同 －

－

本県の交通事情
を考慮して自動
車・バイクにおけ
る支給単価を設
定

51,008

1,350,270 千円

811,196

支給実績

千円

36,932

千円1,140

239,518

681,911 千円－

126,331

千円

91,412

102,138

303,619

150,030－

上記以外

同

公暑を異にする異動等に伴い
転居し、やむを得ない事情に
より配偶者と別居し、単身で生
活することを常況とする職員に
支給
　定額　　　　23,000円
　加算限度額　45,000円

一部
異なる

住居手当

2,283,435

医療職給料表（一）の適用を受
ける職員のうち採用による欠員
の補充が困難であると認めら
れる職員等に一定期間支給

最高支給月額　365,500円

内容及び支給単価

－ 795,951

支給実績（23年度普通会計決算）

職員１人当たり平均支給年額（22年度普通会計決算）

国の制度
との異同

(配偶者がいない場合
の１人目)

初任給調整手当

570,000

千円

管理又は監督の地位にある職
員の職のうち、規則で指定する
職にある者に対して支給

（23年度普通会計決算）

平均支給年額

（23年度普通会計決算）

支給職員１人当たり

2,305,916

国の制度と
異なる内容

173

農林漁業普及指導
手当

改良普及員等が普及指導等
に従事した場合に給料月額に
一定割合を乗じて支給
　専門技術員　6％(3％)
　普及員　　　8％(4％)
※（ ）内は、管理職員にかか
る率

支給実績（22年度普通会計決算）

通勤手当

11,000円

例）本部長　　　130,300円
  副本部長　   94,000円
　課長　 　　　70,800円

特地勤務手当

生活の著しく不便な地に所在
する公暑に勤務する職員に給
料及び扶養手当の合計額に
一定割合を乗じて支給
　準ずる手当　　　5％
　2級地　　　　　 8％

円

円

675,107

千円

千円

扶養手当

借家･借間
　最高限度額　27,000円

1,693,870

37,315

－

13,000円配偶者

同

同

手　当　名

同

満16歳になる年度初
めから満22歳になる年
度末までの子がいる場
合

交通機関利用者
　支給限度額     　55,000円
交通用具使用者
　支給限度額
　 自動車･バイク　38,400円
　 自転車　　　　　 20,900円
特別急行列車等利用者
　加算限度額　　　20,000円

管理職手当

単身赴任手当

職員１人当たり平均支給年額（23年度普通会計決算）

6,500円

1人につき
5,000円加算
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円

円

円

円

円

円

支給職員１人当たり

23,605

216,106

197,188

－

413,036

（23年度普通会計決算）

支給実績

千円宿日直手当

産業教育手当

交通条件及び自然的、経済
的、文化的諸条件に恵まれな
い山間地、離島等に所在する
学校に勤務する職員に「給料
月額+調整額+教職調整額+扶
養手当」の合計額に一定割合
を乗じて支給
　準ずる手当　　　4％
　準ずる学校　　　4％
　1級地　　　　　 8％
　2級地　　　　　12％
　3級地　　　　　16％
  4級地　　　　　20％

災害派遣手当

高等学校の農業・工業に関す
る課程で実習を伴う科目を主と
して担当する教員（副校長、教
頭、主幹教諭、教諭、助教諭、
常勤講師）に支給
「給料月額+教職調整額」×5％
（定時制通信教育手当受給者は
3％）

災害対策基本法第32条第1項
に規定する職員で住居又は居
所を離れて県の区域内に滞在
するものに対して支給
滞在した期間及び利用施設の区
分に応じた額（日額3,970円～
6,620円）

武力攻撃事態等における国民
の保護のための措置に関する
法律第154条に規定する職員
で住居又は居所を離れて県の
区域内に滞在するものに対し
て支給
滞在した期間及び利用施設の区
分に応じた額（日額3,970円～
6,620円）

管理職員特別勤務
手当

　例）本部長　　12,000円
　　　副本部長　10,000円
　　　課長　 　　8,000円

手　当　名

定時制又は通信制の課程を置
く高等学校の校長、副校長、
教頭、本務職員（主幹教諭、教
諭、養護教諭、助教諭、養護
助教諭、常勤講師、実習助手）
に支給
「給料月額+教職調整額」×5％
（管理職手当受給者は4％）

千円63,889

千円

61,507

管理職手当支給対象職員等
が臨時又は緊急の必要性等に
より週休日等に勤務した場合
に支給

同

内容及び支給単価

－

80,542

国の制度と
異なる内容

同

－

千円

－

－

305,926

千円

（23年度普通会計決算）

平均支給年額

－

30,471

武力攻撃災害等
派遣手当

国の制度
との異同

へき地手当

152,290

225,443

8,000円を超えない範囲で職務
の級号給に応じて規則で定め
る額を教育職員に対し支給

定時制通信教育
手当

宿日直勤務を命ぜられた職員
が勤務した場合に支給
 一般の宿日直　 4,200円
 特殊な業務等の宿直
　　支給限度額 30,000円

518,015
義務教育等教員

特別手当

千円
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６　特別職の報酬等の状況（平成２４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

　（２３年度支給割合）

月分

　（２３年度支給割合）

月分

　　（算定方式）

（注） 　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期(４年＝４８月)

　  勤めた場合における退職手当の見込額です。

2,030万円 任期毎

退
職
手
当

備　　　　　考

期
末
手
当

940,000

3,713万円

（１期の手当額）

任期毎

議 員

副 議 長

（支給時期）

副 知 事

2.95

760,000

給 料 月 額 等

940,000

議 員

区 分

議 長

820,000

副 知 事

議 長

給

料

知 事

知 事

報

酬
副 議 長

 94万円×在職月数×0.45

2.95

知 事 119万円×在職月数×0.65

1,190,000

副 知 事
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7　職員数の状況

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由
(各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

事務の統廃合縮小(▲3)

業務増(83)、その他の増(23)、事務の統廃合縮小(▲
126)

▲ 18

0

▲ 22

▲ 2

欠員不補充(▲3)

▲ 1

2

5066

▲ 16

▲ 4

291

（参考：人口10万人当たり職員数　1,547.52人） 

8,202

5,773

一
般
行
政
部
門

51

107

174

教育
部門

計

1,942

▲ 2

業務増(3)、その他の増(2)、事務の統廃合縮小(▲3)

業務増(7)、その他の増(8)、事務の統廃合縮小(▲
28)、その他の減(▲5)

業務増(11)、その他の増(7)、事務の統廃合縮小(▲
17)、その他の減(▲7)

▲ 3

業務増(10)、その他の増(2)、事務の統廃合縮小(▲
9)、その他の減(▲5)

▲ 16

5,782

50

主な増減理由

1,653

総 務

普

通

会

計

部

門

学校教育以外の教
育部門

3,011

義務教育

345

821

民 生

小　　計

病院

▲ 38

対前年
増減数

業務増(77)、その他の増(9)、事務の統廃合縮小(▲
27)、事務の民間委託(▲4)、その他の減(▲5)

▲ 6

（参考：人口10万人当たり職員数　1,541.67人） 

合　　計

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

その他

高等学校等教育

▲ 9

▲ 20

警察官

民間等委託(▲16)

0

（参考：人口10万人当たり職員数　352.96人） 

▲ 7

▲ 6

業務増(5)、その他の増(1)、事務の統廃合縮小(▲
10)、その他の減(▲2)

業務増(12)、その他の増(4)、事務の統廃合縮小(▲
28)、その他の減(▲4)

13,244

▲ 3

7

▲ 16

1

13,156

405衛 生

338

28

2,095

7

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

109

48

職 員 数

議 会

税 務

警察
部門

計

その他

計

平成24年

28

176

358

平成23年

8,222

59

13,178

小　　計

13,206

1,945

803

1,651

617

442 492

農 水

[   14,303   ］[   14,184   ］

土 木

43

労 働

611

商 工

3,012

389

364

292

2,091

11



（2）年齢別職員構成の状況（平成２４年４月１日現在）

　

（3）職員数の推移

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

（　単位　：　人 ・ ％　）

(▲90.5%)

(▲7.0%)

▲ 474

▲ 995

▲ 361

の増減数（率）

過去５年間

13,206

524 529 529 66 5078

13,482 13,337 13,178 ▲ 521

14,201 14,101 14,011 13,415 13,244

13,156

▲ 1768,273 8,222

1,929 1,934 1,945 161,942

56歳

計

52歳

8,378 8,343 8,317

(▲10.7%)

(▲2.1%)

3,130

1,6201,361

～

3,011 3,012

２４年２３年２２年

31歳

区　分

職員数

１９年

～

一般行政

教育

(▲3.8%)

人

13,206

(0.8%)

8,202

1,884

普通会計計

3,236

人

1,484 103

人

51歳 59歳

人 人

～

人

47歳

人人

未満

人

39歳

28歳

～ ～

公営企業等会計計

60歳20歳 32歳

746

48歳

1,009

以上

人

43歳

年度

3,302

1,926 1,927

13,677 13,572

20歳

総合計

3,373

24歳

警察

部門別

人 人人

32 299 858

～

44歳

～ ～

40歳

～

36歳

～

35歳 55歳23歳

2,0081,802

27歳

２０年 ２１年

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の構成比

%

12



8　公営企業職員の状況

（1）工業用水道事業

①職員給与費の状況

 ア 決算

　（参考）

　　　

（注）１　職員手当には退職金を含みません。

      ２　職員数は、平成２４年３月３１日現在の人数です。

 イ 特記事項　　　　なし

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（平成２４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注） 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

③職員の手当の状況

 ア 期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（23年度） １人当たり平均支給額（23年度）

千円　 千円　

（23年度支給割合） （23年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　5～20％ ・役職加算　5～20％

・管理職加算　10％ ・管理職加算　10％

 イ 退職手当（平成２４年４月１日現在）

（支給率） 自己都合 勧奨・定年 （支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～20％加算） （2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２２年度に退職した職員に支給された平均額です。

　　　ただし、佐賀県（一般職）の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額です。

一人当たり給与費

10,192

千円

6,65943,749

千円 千円

職員給与費比率

職員手当

16.1

期末・勤勉手当

15.3

一人当たり
給与費 B/A

千円

550,637

5,469

525,278

362,100

319,150

平均月収額

22年度の総費用に占

　　　　　千円

Ｂ　

％

62,509

千円　

給 与 費

％

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

職員給与費

41.34

（参考）都道府県平均

8

45.4

45.5

佐 賀 県

4,938

22,602

給　 料

Ａ  

区 分

23年度 人

59.28

47.50

平均年齢

26,201

59.28

佐賀県　（一般職）

30.55

　　計　　Ｂ

1,549

佐 賀 県

2.60 1.35

1,274

1.35

30.55

24,285

59.28

59.28

47.50

28,619

23.50

千円　

佐 賀 県

基本給

23年度

千円

2.60

佐賀県　（一般職）

総費用に占める総費用 純損益又は

実質収支区　分

　　　　　　Ａ
区　分

408,580

職員数

　　　　千円

23.50

団 体 平 均

341

59.28

41.34 33.50

59.28

33.50
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 ウ 特殊勤務手当（平成２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

種類

 エ 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

 オ その他の手当（平成２４年４月１日現在）

円

円

（注）管理職手当の支給実績及び支給職員1人当たり平均支給年額については、支給対象職員が1名のため、記載していません。

　　

－

高所作業手当

高圧電気管理手当

4

主な支給対象業務

支給実績

満16歳になる年度初
めから満22歳になる年
度末までの子がいる場
合

(配偶者がいない場合
の１人目)

上記以外

配偶者 13,000円

管理又は監督の地位にある職
員の職のうち、規程で指定する
職にある者に対して支給

1人につき
5,000円加算

事務所長

通勤手当

交通機関利用者
　支給限度額     　55,000円
交通用具使用者
　支給限度額
　 自動車･バイク　38,400円
　 自転車　　　　　 20,900円
特別急行列車等利用者
　加算限度額　　　20,000円

扶養手当

住居手当
借家・借間
　最高限度額　　27,000円

1,157

905

603

同

－

同 －

同

165,257

301,500

平均支給年額

円－

千円

千円

（23年度決算）

円

支給職員１人当たり

（23年度決算）

日額　　300円

千円

620

－

公共事業に伴う土地、建物の取得
等に係る補償に関し、所有者等と直
接交渉する業務

日額　　660円
(午前8時30分前､午後6時以後
990円)

301,667

職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）

支給総額（23年度決算）

14.3

1

日額　　220円

日額　　320円以内

主な支給対象職員

従事職員

従事職員

職員全体に占める手当支給職員の割合

300支給職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

地上又は水面上10m以上の足場の
不安定な箇所での建設工事又は改
修工事作業等

左記職員に対する支給単価

高圧遮断器の投入、限流ヒューズの
取り外し、高圧パスの投入等

－ 千円

手　当　名

78

一般行政職の
制度と異なる
内容

94,000円

同

交通量の多い道路で交通を遮断す
ることなく行う作業

23

一般行政職の
制度との異同

用地交渉従事手当

内容及び支給単価

職員１人当たり平均支給年額（23年度決算）

支給実績（22年度決算）

支給実績（23年度決算）

6,500円

11,000円

手当の種類（手当数）

管理職手当

181

従事職員

手当の名称

従事職員特殊現場作業手当

14


